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承認第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度御

殿場市一般会計補正予算（第１０号）について、別冊のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により議会に報告し、承認を求める。  

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    
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承認第４号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求める。 

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市専第４号 

 

御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和６年３月３０日 

                         

                        御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市税賦課徴収条例（昭和３０年御殿場市条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

第３４条の７第１項中「又は金銭」を削り、同項第５号を次のように改める。 

(5) 所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするために支出

した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた

だし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、

市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 
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第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた

だし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が前項各号のいずれかに該当することが明

らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第８５条中「による」の次に「ことができる」を加える。 

第１３３条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次の

ただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が前項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この

限りでない。 

第１３３条第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項に

規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の

合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の

７において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第３４条の３、第３４条の６

から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第

１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５第１項及び前

条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「附則第５条の６第２項」

とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、第４７条の５第１項中

「課した」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課

すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合に

おける前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人
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の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則

第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通

徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」とい

う。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項において

「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金額に１，０００

円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）

に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）

に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第４０条第１

項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項において「第１期納期」

という。）においてはその者の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の

分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額

との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第

１期納期においてはないものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期（以下こ

の項及び次条第１項において「第２期納期」という。）においてはその者の第１期分

金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この

項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下

この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第

１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合に

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期にお

いてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の分割金

額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額を控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が
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その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上で

ある場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２期

納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴

収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森

林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定により普通徴収

の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通徴収の

方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項にお

いて「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項の規定

により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の

額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される第４７条

の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額

（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において

同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）か

らその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この項

及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）

がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分の１に相当する額を

いう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）

を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者の特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項にお

いて「第１期分金額」という。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に

普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額

（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定す

る特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年
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金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において「特別徴収

対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、

第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属す

る年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の特別税額控除前の

特別徴収に係る個人の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の

端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２を乗

じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」という。）に相当

する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金

額とその者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の

１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する

税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に

相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、かつ、そ

の者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額に満

たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期

納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１

月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその

者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計

額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０

月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び
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特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の

１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日

から翌年の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分

金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１

日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその

者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日

までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当

する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年

金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第

１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の

年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第１項に規定する年金所得に係

る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して

得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項に

おいて「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該

年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の

１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控

除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間において

はその者の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除
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額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とその者の分割

金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する

年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月

１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその者の分

割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別

徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日まで

の間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においては

その者の第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規

定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年

金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用がある場合につ

いては、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第４項

に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、同条

第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６から第３

４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附

則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項中「第３４条の

９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を加え、「同項中」を「第３４条の

９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第７条の５

第１項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第８条第２項及び」と、前条中「附則第７

条の４及び」とあるのは「附則第７条の４、次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第１０条の２第１３項を削り、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」

を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中

「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を
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同条第１２項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条

第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第１５条第

２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同項を同条第１０項とし、

同条第８項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則

第１５条第２５項第３号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項

を加える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は７分の６とする。 

附則第１０条の２第１４項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に

改め、同条第１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」に改め、同

条第１８項を同条第１９項とし、同条第１７項を同条第１８項とし、同条第１６項を同条

第１７項とし、同条第１５項の次に次の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条第３８項に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。 

附則第１０条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第１７項」

を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７

条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同条第１３項とし、同条

第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条第１１項各

号」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」を「附則

第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第８

項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第

８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、同条第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有に

係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等

から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定

する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又

は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同

条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改める。 
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附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和８

年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又は令

和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」

を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年

度分」に改める。 

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、

１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を

「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め

る。 

附則第１７条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１７条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１７条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第
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１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２０条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２１条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２１条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２１条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２１条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２１条の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則第７条の５第

１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

２１条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

(2) 第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条の 

規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第 号）の施行の日の属する年の翌年の

１月１日 

（市民税に関する経過措置） 
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第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規

定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の御殿場市税賦課

徴収条例第３４条の７第１項（第５号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

同項第５号中「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金と

みなされるものを含む。）」とする。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の御殿場市税賦課徴収条例

の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第１５条第

２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条第

３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供す

る固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞

在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 
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承認第５号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求める。 

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市専第５号 

 

御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和６年３月３０日 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美   

 

   御殿場市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市都市計画税条例（昭和３１年御殿場市条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項を削る。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」

に改め、同項を附則第２項とする。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」

に改め、同項を附則第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

附則第６項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年
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度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令

和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、

１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計

画税の課税標準額）」を削る。 

附則第７項及び第８項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８

年度分までの各年度分」に改める。 

附則第９項及び第１０項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度分まで」に改める。 

附則１１項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっ

ては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

附則第１４項中「附則第６項、第７項」を「附則第７項」に改める。 

附則第１５項中「第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項」を

「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の御殿場市都市計画税条例の規

定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第３２項に規定する政

府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の日か

ら令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定する滞

在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、な

お従前の例による。 
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承認第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求める。 

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市専第６号 

 

御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和６年３月３０日 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 

 

   御殿場市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

御殿場市国民健康保険税条例（昭和３１年御殿場市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２３条第１項第２号中「２９万円」を「２９万５，０００円」に改め、同項第３号中

「５３万５，０００円」を「５４万５，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の御殿場市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、
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なお従前の例による。 
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承認第７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年度御

殿場市一般会計補正予算（第１号）について、別冊のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求める。 

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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承認第８号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年度御

殿場市一般会計補正予算（第２号）について、別冊のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求める。  

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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議案第３２号  

 

御殿場市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

 

御殿場市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 

令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例  

 

御殿場市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年御殿場市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「小山町」を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第３３号  

 

道路維持管理用公用車（モーターグレーダー）の取得について  

 

 道路維持管理用公用車（モーターグレーダー）について、次のとおり取得したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年御殿場市条

例第５号）第３条の規定により、議会の議決を求める。  

 

 令和６年６月５日 提 出 

 

                     御殿場市長 勝 又 正 美    

 

 

１ 取 得 物 件    道路維持管理用公用車（モーターグレーダー） 

 

 ２ 取得の方法   指名競争入札 

 

 ３ 取 得 数 量    １台 

 

 ４ 取 得 金 額    ２９，１５０，０００円 

 

 ５ 契約の相手方   東京都中央区入船三丁目３番８号 

            ナラサキ産業株式会社 建設機械部 

            建設機械部長 川 上 功 浩 
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議案第３４号  

 

静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、静岡県後

期高齢者医療広域連合規約を変更することを関係地方公共団体の協議により定めることに

ついて、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。  

 

令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

静岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  

 

 静岡県後期高齢者医療広域連合規約（平成 19 年静岡県後期高齢者医療広域連合告示第１

号）の一部を次のように変更する。  

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。  

   附 則 

 この規約は、令和６年 12 月２日から施行する。  
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議案第３５号 

 

損害賠償請求事件に係る和解について 

 

 損害賠償請求事件に関し、次のとおり和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 

 

１ 相 手 方  御殿場市立中学校の元生徒 

 

２ 事件の概要 

国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項に基づき、市に対して精神的

苦痛に係る損害賠償を請求した本件について、静岡地方裁判所沼津支部から和解を勧告

されたものである。 

 

３ 和解金額その他の和解条項 

 (1) 和解金額  ２００，０００円 

 (2) そ の 他  本件及び本和解条項の内容を、第三者に口外してはならない。 
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同意第５号 

 

御殿場市監査委員の選任について  

 

 次の者を御殿場市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。  

 

令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

氏  名  榊原 敏彦 

 

住  所  【略】 

 

生年月日  【略】 
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諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について  

 

 法務大臣に対し、次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭

和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  

 

令和６年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

氏  名  芹澤 惠子 

 

住  所  【略】 

 

生年月日  【略】 


